
 

岩倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例による新旧対照表 

新 旧 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第３８条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令（昭和 

３２年政令第３３６号）第６条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していない

ときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させる

までの間、その者に対する給水を停止することができる。 

第３８条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令（昭和 

３２年政令第３３６号）第４条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していない

ときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させる

までの間、その者に対する給水を停止することができる。 

２ 略 ２ 略 

  

別表第４（第３５条関係） 別表第４（第３５条関係） 

手数料表 手数料表 

 

メーター口径 略 

第７条第１

項の指定を

するとき 

第７条第１

項の指定の

更新をする

とき 

第７条第２

項の工事検

査をすると

き 

  

メーター口径 略 

第７条第１

項の指定を

するとき 

第７条第２項の工事検査を

するとき 

 

    

 13ミリメートル 略 １件につき 

10,000円 

１件につき 

7,000円 

１回につき

300円とし、

岩倉市企業

職員の勤務

時間、休暇等

に関する規

程（平成７年

岩倉市水道

事業管理訓

令第１号）に

基づく週休

日、休日及び

正規の勤務

時間以外に

工事検査を

するときは、

５割を追徴

する。 

  13ミリメートル 略 １件につき 

10,000円 

１回につき300円とし、岩倉

市企業職員の勤務時間、休

暇等に関する規程に基づく

週休日、休日及び正規の勤

務時間以外に工事検査をす

るときは５割を追徴する。 

 

 20ミリメートル 略   20ミリメートル 略  

 25ミリメートル 略   25ミリメートル 略  

 30ミリメートル 略   30ミリメートル 略  

 40ミリメートル 略   40ミリメートル 略  

 50ミリメートル 略   50ミリメートル 略  

 75ミリメートル 略   75ミリメートル 略  

 100ミリメートル 

以上 

略   100ミリメートル 

以上 

略  

  

 


